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周産期医療における新生児に対する医療 

及び救急搬送に係る評価について 
 

第１ 背景 

産科、小児科にかかる救急の対応については、リスクの高い妊産婦や新

生児などに高度の医療が適切に提供されるよう、国の「周産期医療システ

ム整備指針」に基づき、都道府県が総合周産期母子医療センターを中核と

する周産期医療ネットワークの整備を行っており、この体系に基づいて、

Ａ３０２新生児特定集中治療室管理料やＡ３０３総合周産期特定集中治療

室管理料等が設定されている。 

しかしながら、救急医療機関等での病態の安定化後に産科や小児科など

の専門的な医療機関で治療を行う必要があり、また、病態の急激な変化に

対応できるよう、医師が同乗し、救急用の自動車等で当該患者を搬送する

必要が生じている。 

 

 

第２ 診療報酬上の評価 

   

 

 

   A212-2 新生児入院医療管理加算   750 点 

 

C004 救急搬送診療料   650 点 

   

注１ 患者を救急用の自動車等で保険医療機関に搬送する際、診療

上の必要から、当該自動車等に同乗して診療を行った場合に算

定する。 

 

  注２ ６歳未満の乳幼児に対して当該診療を行った場合は、所定点

数に 150 点を加算する。 

 

 

 

第３ 具体的検討項目 

   リスクの高い新生児に対して高度の医療を提供した場合の評価を引き

上げる。また、小児患者等を含めて病態が不安定な患者を、医師が同乗

し救急用の自動車等で搬送した場合の評価を引き上げる。 



周産期医療に係る診療報酬の概要 

 

 

 
                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           

 

 

 

 

 
 
機能  ：比較的高度の医療を提供（例えば、人工呼

吸器を用いた呼吸管理やけいれんに対す

る常時の治療など） 

 

【主な診療報酬の評価】 

Ａ２３７ ハイリスク分娩管理加算 1,000 点 

・ハイリスク妊娠管理加算（平成 20 年度改定案）

Ａ３０２ 新生児特定集中治療室管理料 8,500 点 
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機能  ：①重症母・児に対するきわめて高度の医療を提供 

     ②ドクターカーを保有し、要請のあった地域の分娩機

関へ派遣 

     ③地域のＮＩＣＵの空ベッド状況等の把握 

      

【主な診療報酬の評価】 

 Ａ３０３ 総合周産期特定集中治療室管理料 

   １ 母体・胎児集中治療室管理料 7,000 点 

   ２ 新生児集中治療室管理料   8,600 点 
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※ＮＩＣＵ ：新生児集中治療管理室 

 ＭＦＩＣＵ：母胎・胎児集中治療管理室 

 

※ドクターカーで搬送した場合は、救急搬送診療料を算定できる。 


